
別記

第 1号様式 (第11条、第13条、第14条関係)
,/も

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 ( 新規 ・変 更)

TOWA株 式会社
取締役社長 河原

075
洋逸京都市南区上鳥羽上調子町 5番 地

京都 府 Hl求 P用障 イヒ対 策 粂切1毎18条 第 1項 (毎 18条 毎 2独 、 第 1蜂 第 31自)の 規 定 に よ り祥 出 しま
や

竹定事業看の

主たる業種
半導体製造装置お よび超精密金型 の開発 ・製造 ・販売 ・サー ビス

該当す る事業

者要件
口 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換

算して1,500キロリットル以上))               ,

「
賓鷲案安諾滉竪十七うん残梁突q錦 智観」分縁齢 需講

事業者 (大規模運送事
芋
者 (トランク

「 京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
事業者 (二酸化炭素に換算して31000トン以上))

計 画 期 間 平成 18 年 4 月 平成 20 年 3 月

基 本 方 針 当社 1環境方針Jに 貝Jり、環境マネジメン トシステムを運用 して、 10°/0以上 (原単位)の
C02削 減を目指す。

推 進 体 制 社長をトッメマネシリントとした酬S組織 によ り、実施計画の策定、月次進捗管理で 日標 を実現す る。

年度ごとの具
体的な取組及
び措置

年 度 対象、工程等 計 画 内 容

18-19 全部門 社用車においてアイド〕ンクちトガ
°
や】」ドテイデなどの自動車地球温暖化対策を1011k実施する。

18-19 全部門 ″,ヒ
・
ス
・
および力Ⅲし

'ス・
により空調の適温化 (冷房28℃以上、暖房20℃以下)を 100X実施する。

18-19 開発 ・技術部門 省工彬イ7・新製品 (通称 :Pll装置)の 売上高を2研以上にする。

18-19 装置生産部門 包装構包の削減 ・再利用により、相包資材をH17年度比で研削減する。

18-19 金型生産部門 ITに よる〃デェール最適化で加工時間を短縮 じ省エネ (電力消費)を 実施する。

温室効果ガス
の排出量等 排出区分

基 準年 度 (英頂 ,

(平成 17)年 度

(二翻 鉄 秦換算 (t))

日環 午 反 (計四 ,

(平成 19)年 度
(二酸化炭素換算 〈t))

自J扱 挙

(計画)
(%)

A事 業所等排出区分 3,324 t 3,290 t … 10 %

B輸 送車両排出区分 t t /c

cそ の他排出区分 t t %

排出合計 Ⅲ1                3,324  t Ⅲ2               3,290 t -10 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目棟年度 く計画)

/取組童等 くこ酸化炭乗張算 (t

森林の保全及び整備 (整備面積) ■
Ｈ (吸収置) t

府内産の本材 の利用 (利用畳) mS 〈削減遺) t

自然エネルギーを利用 した電
力又は熱の供給

(売電曇) kwh 〈削減歯) t

(熱供給露) C」 く削減重) t

グリーン電力の購入 (購入量) kwh く削減畳) t

削減量等合計 t

差 引排 出量

(排出合計―削減等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

■1                3,324  t ●2)‐〔43)         3,290  t … 10 %

特 記 事 項 l IS014001:1996…平成13年3月認証取得、IS014001 1 2004…平成18年3月認証取得
2 平 成13年度を基準年度として、エネルギー消費原単位 (売上高)C02,,出 量を平成19年度で

20%以 上低減を見込む。
3 開 発設計段階でのグリーン部品選定に取り組んでいる。
4 従 業員の定期的な環境教育を実施 している。

担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

注 l該 当する□には、レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参力nされる事業者の方は、レ印の記入は不要です。

2「 基準年度Jと は計画期間の前年度を、 「目標年度Jと はFl画期間の最終年度をいいます。

3「 事業所等り宮出区分Jと は、京都市内の事業所等の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室効果ガスを、 「輸送車両排出区分J
とは、自動車運送事業者については使用の本拠の位置を京都市内とする車両の排出する温室効果ガスを、鉄道事業者については保有する安物車

両又は旅客車両の排出する温室効果〃スを 「そのlL排出区分」とは 上 記以外の京都市内における革業所害の事業活動に伴い発生する混宮効

果ノスをいいます。
4 r犠 記事項Jに は、平成 2年度 (1990年 度)を 基準とした排出量の対比やエネルギー原単位CO切 '出駐、省エネ製品開発などl_者の混宝

効果〃スリ1出HJ減への貢献、グリーン調達の採用、特定フl■ンなどの粂/211指定タトの温室効果〃スの削減などを記入してください。


